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議会だより

　
令
和
８
年
第
１
回
曽
爾
村
議
会
定

例
会
は
、
３
月
10
日
か
ら
同
月
25
日

ま
で
の
16
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、

23
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

　
本
定
例
会
は
、
村
長
所
信
表
明
や

教
育
長
教
育
方
針
に
基
づ
く
事
業
な

ど
、
当
初
予
算
を
審
議
し
ま
し
た
。

■
報
　
告

□
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
の
債
権
放

棄
の
報
告

　
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
に
つ
い
て
、

曾
爾
村
債
権
管
理
条
例
第
11
条
の
規
定

に
よ
り
放
棄
し
た
債
権
４
件
に
つ
い
て
、

曾
爾
村
債
権
管
理
条
例
施
行
規
則
第
６

条
の
規
定
に
基
づ
き
議
会
に
報
告
す
る
も

の
で
す
。

■
専
決
処
分
の
承
認

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村一般
会
計
補
正
予

算
（
第
４
号
）〔
１
月
23
日
専
決
〕

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
そ
れ

ぞ
れ
３
，
７
５
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
は
３
，
１
５
５
，
４
８

１
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
２
月
８
日
に
執
行
さ
れ
た
令
和
８
年
衆

議
院
議
員
選
挙
に
伴
う
選
挙
費
と
し
て
、

人
件
費
等
の
必
要
な
経
費
を
増
額
補
正

し
た
専
決
処
分
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

も
の
で
す
。

■
条
　
例

□
曾
爾
村
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
実

施
に
関
す
る
条
例
の
制
定

□
曾
爾
村
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
制
定

　
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」
に
基
づ
き
、
全

て
の
こ
ど
も
の
育
ち
を
応
援
し
、
こ
ど
も

の
良
質
な
成
育
環
境
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
し
て
、

多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
か

か
わ
ら
な
い
形
で
の
支
援
を
強
化
す
る
た

め
制
定
す
る
も
の
で
す
。

□
曾
爾
村
課
設
置
条
例
の
一
部
改
正

　

業
務
の
効
率
化
と
施
策
推
進
の
総
合

性
を
強
化
す
る
た
め
、
機
構
改
革
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

□
曾
爾
村
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

  

道
路
法
施
行
令
別
表
の
改
正
に
伴
い
、

道
路
占
用
料
の
額
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

■
計
画
の
変
更

□
曾
爾
村
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町

村
計
画
の
変
更

　
現
行
の
曽
爾
村
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
市
町
村
計
画
の
計
画
期
間
が
令
和
８

年
３
月
31
日
で
終
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

計
画
の
期
間
等
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

■
指
定
管
理
者
の
指
定

□
曽
爾
村
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定

　
曽
爾
村
ケ
ア
ハ
ウ
ス
及
び
曽
爾
村
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
と
な

る
団
体
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
３
月
31
日

に
期
間
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会

福
祉
法
人 

曽
爾
村
社
会
福
祉
協
議
会
に

再
指
定
す
る
も
の
で
す
。

■
補
正
予
算

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
３
０
５
，
１
９
０
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、そ
れ
ぞ
れ
２
，

８
５
０
，
２
９
１
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
地
方
交
付
税
の
確
定

見
込
み
に
よ
る
増
額
、
ま
た
国
県
補
助

金
等
の
確
定
に
よ
る
減
額
、
そ
の
他
不

用
額
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

  

ま
た
、
繰
越
明
許
費
と
し
て
物
価
高
騰

対
応
村
民
支
援
臨
時
給
付
金
事
業
の
ほ

か
11
事
業
を
次
年
度
へ
繰
り
越
し
ま
す
。

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村
国
民
健
康
保
険

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

第1回 定例会　　3月10日～3月23日（14日間）

令和8年度当初予算可決
総額　34億1,160万円

（簡水会計は除く）

※当初予算の詳細は5月号に掲載します。

（一般会計　26億9,300万円）
（特別会計　  7億1,860万円）
（簡水会計　  1億1,393万円）

主
な
議
案
と
審
議
結
果
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議会だより

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　
事
業
勘
定
で
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予

算
総
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
６
，
０
０
８
千

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
２
０
，
９
６
７
千
円
に
、

直
営
診
療
施
設
勘
定
で
は
、
既
定
の
歳

入
歳
出
予
算
総
額
か
ら
１
８
，
６
０
０
千

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
１
６
，
４
０
０
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
事
業
勘
定
で
は一般
被

保
険
者
医
療
給
付
費
分
納
付
金
等
の
減

額
、一
般
保
険
者
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

納
付
金
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

　

直
営
診
療
施
設
勘
定
で
は
、
薬
剤
購

入
費
及
び
医
科
諸
検
査
委
託
料
な
ど
の

不
用
額
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
４
，
６
５
０
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

３
２
５
，
９
８
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
事
業
な
ど
の
不
用
額
を
減
額
す
る

も
の
で
す
。

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
１
，
０
７
７
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

３
９
，
６
０
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
納
付
金
な
ど
の
不
用
額
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。

□
令
和
７
年
度
曽
爾
村
簡
易
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

収
益
的
収
入
及
び
資
本
的
収
入
で
は

１
，
３
３
１
千
円
の
減
額
、
収
益
的
支
出

及
び
資
本
的
支
出
で
は
、
４
，
０
７
５
千

円
を
減
額
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
、

簡
易
水
道
事
業
経
営
戦
略
改
定
業
務
委

託
料
、
水
道
管
布
設
工
事
測
量
設
計
委

託
料
の
不
要
額
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
工
事
請
負
契
約
・
変
更
契
約
の
締
結

□
村
道
新
亀
山
線
改
良
工
事

　
契
約
金
額　

　

    

７
１
，
７
３
６
，
５
０
０
円

　
受
注
者

　

 

（
有
）小
山
土
木
・
西
浦
建
設（
株
）

　
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

　
工　
期
（
竣
工
期
日
の
変
更
）

　
　
令
和
８
年
３
月
10
日
～

　
　
　
　
令
和
８
年
８
月
31
日
ま
で

■
人
事
案
件

□
副
村
長
の
選
任
同
意

　
曽
爾
村
大
字
掛　
　
　

　
　
　
上
田　
吉
宣　
氏
（
新
任
）

　
任
期　
令
和
８
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　
　
　
令
和
12
年
３
月
31
日

■
審
議
結
果

　

条
例
、
令
和
８
年
度
当
初
予
算
、
令

和
７
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
補
正

予
算
な
ど
、
全
員
賛
成
で
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

■
一
般
質
問

　
５
名
の
議
員
か
ら
９
問
の
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。
質
問
の
主
題
は
次
の
と
お
り
で

す
。
詳
細
は
、
５
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

（
発
言
順
）

７
番　
木
治
正
人　
議
員

○
所
信
表
明
の
基
本
理
念
に
つ
い
て

○一般
会
計
予
算
に
つ
い
て

○
組
織
体
制
と
村
民
と
の
対
話
理
解
・

周
知
に
つ
い
て

○
道
路
改
良
対
策
に
つ
い
て

６
番　
松
本　
喬　
議
員

○
今
後
の
村
政
運
営
に
つ
い
て

１
番　
宇
山
充
志　
議
員　

○
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
営
体   

制
と
今
後
の
運
営
方
針
に
つ
い
て

３
番　
岡
本
久
光　
議
員

○
す
す
き
作
業
所
の
移
転
に
つ
い
て

○
空
き
家
の
移
住
定
住
対
策
に
つ
い
て

２
番　
佐
治
貴
章　
議
員

○
曽
爾
小
中
学
校
の
中
長
期
欠
席
児

童
生
徒
に
つ
い
て

■
議
会
傍
聴
の
お
知
ら
せ

　
次
回
の
定
例
会
は
、
６
月
で
す
。

　
傍
聴
に
あ
た
っ
て
は
、
会
議
当
日
に
議

場
傍
聴
席
入
り
口
に
あ
る
傍
聴
人
受
付

簿
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
を
ご
記
入
し
て

い
た
だ
く
だ
け
で
傍
聴
し
て
い
た
だ
け
ま

す
。
な
お
、
議
会
日
程
等
は
、
自
治
体

放
送
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

本会議の様子本会議の様子常任委員会の様子常任委員会の様子
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むらの話題

保 育 園

　4、5歳児がお店を開き、0～3歳児がお客さんになってお店屋さんごっこを楽しみました。
たこ焼き屋さん、お寿司屋さん、ハンバーガー屋さん、ラーメン屋さんなどのお店に並んだ品
物はどれも大人気で、可愛いお客さんたちに優しく接してくれる店員さんたちでした。

　 3月16日（月）に年長組さんのお別れ会をしました。保育園での思い出話をしたり、思い出
のスライドショーを見たりしました。入園した頃の写真を見ながら園生活を振り返るなかで懐
かしく思い、大きくなった喜びを感じました。卒園しても保育園での思い出を忘れないでね。

☆お店屋さんごっこ☆☆お店屋さんごっこ☆

☆ お 別 れ 会 ☆☆ お 別 れ 会 ☆
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むらの話題

図書館だより
曽爾村大字長野62番地　☎0745-94-2104
開館時間／午前9時〜午後5時
休 館 日／第1・3・5土曜日・日曜日・祝日
貸出冊数／本：3冊まで　DVD：2点まで　
貸出期間／2週間

令和8年4月　村営図書館　カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

5 6 7 8 9 10

1 2 3

11

12 13 14 15 16 17 18

19

26

20 21 22 23

29 3028

24 25

27
休館日

4

昭和の日

9時～16時
のみ開館

9時～16時
のみ開館

おはなし会

★ 絵本 ★
「あしたも　あそぼうね」 作：あまんきみこ／絵：いもとようこ

　子ウサギのぴょんこと小グマのくうたは、「さくらこ」という女の子と友
達になりなかよく遊ぶお話です。
　絵のタッチがやさしく、さくらが舞っている表紙のように春を感じられ
る内容になっています。

「にゃるほど！コミュ力up　語彙辞典」 作：本多　正識
　かわいい猫の写真と共に副詞の使い方を紹介しています。
　癒やされながら、コミュニケーション力を高められます。

★ 新刊 ★
「嘘つきジェンガ」 著者：辻村深月

　詐欺をテーマにしたスリリングな3つの短編作品が収録されています。
 「2020年のロマンス詐欺」「五年目の受験詐欺」「あの人のサロン詐欺」

開 館 日・時 間

貸出・返却窓口

平日（9時～17時）
図書館内受付もしくは

教育委員会事務局

第2・4土曜日（9時～16時）
図書館内受付もしくは

BENCH

〇図書館のご利用について
　3月の広報でも周知いたしました
とおり、4月より土曜日は第2・4週の
みの開館となります。
　ゆったりとくつろいでご利用いた
だけるように、小説や話題の本な
ど大人向けの図書・雑誌類の一部を

「BENCH」に移設しますのでご利
用ください。

本 の 紹 介

「なんのくるまに  のるのかな？」（絵本）
寺脇栄子さん

「運動遊び」自然の家
キャラバン隊さん

3月18日（水） おはなし会を開催しました

・閉館日の返却については、従前のとおり、窓口もしくは地域総合センター玄
関前の「図書返却ポスト」（24時間いつでも返却可）をご利用ください。

・土曜日は正面玄関よりお入りください。
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むらの話題

曽 爾 小 中 学 校

ウィンタースクール2026 in曽爾
　2月27日（金）午後、7～9年生を対象に「ウィンタースクール2026 in曽爾」を実施し、奈良教
育大学新理数プログラムの学生のみなさんが理科と数学の授業をしてくださいました。
　理科の授業「水の上を走りたくなったので理科の力を借りてみた」では、片栗粉と水を混ぜた
液体を用いて、衝撃の強さによって硬さが変わること（ダイラタンシー現象）を学びました。生徒
たちは、液体を強く握ったり、液体を入れた風船に衝撃を加えたりして、液体の硬さが変化する
ことを視覚および触覚で体感していました。
　数学の授業「折り紙が作る数学の世界」では、「アキレスと亀」「一刀切り」について折り紙を
用いて考えました。切った折り紙を並べて「計算」したり、一刀切りができる条件に着目して紙の
折り方を試行錯誤して考えたり、実際にやってみることで折り紙が持つ数学的な性質に気づき、
楽しく活動に取り組む生徒たちの姿が見られました。
〈生徒の感想から〉
・「アキレスと亀」の問題は、計算ですると大変だけれど、折り紙という身近にあるものを使え

ば簡単に答えを出すことができた。
・一刀切りでは、一枚の紙を折ってたった一回だけ切ることでいろんな図形を切り出すことがで

きたので楽しかった。折り紙はさまざまな数学の性質をもっていることを学んだ。
・ダイラタンシー液に衝撃を加えると硬くなると動画で見て知っていたが、その理由までは知ら

なかったので、今日知ることができてよかった。
・琵琶湖を一周する話から授業に入ったのがおもしろかっ

た。風船の中に片栗粉と水を混ぜたものを入れると、優しく
触ったらむにっとしていて気持ちよかったし、実際にダイラ
タンシー液の上で走ったりジャンプしたりして楽しかった。

・大学の人たちが分かりやすく授業を進めてくれたり、話しか
けてくれたりしたので、とても楽しい授業だった。

水の上を走りたくなったので理科の力を借りてみた水の上を走りたくなったので理科の力を借りてみた

折り紙が作る数学の世界折り紙が作る数学の世界

開校式開校式

集合写真集合写真

閉校式閉校式
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むらの話題

　春の青空の下、3月12日（木）に第6回卒業証書授与式を行い、在校生、保護者、来賓、教職員が
見守る中、９年生７名に学校長から卒業証書が手渡されました。在校生の送辞からは、卒業生への
感謝の気持ちとともに、自分たちが後を受け継いでいくという決意が感じられました。また、卒業
生の答辞では後期課程3年間の思い出を振り返りつつ、お世話になった先生や地域の方々、家族
への感謝の気持ちや同級生へのメッセージが述べられました。
　式の後には在校生でアーチの花道を作り、別れを惜しみながら、それぞれの進路へと歩みだす９
年生の門出を祝いました。

卒業生入場卒業生入場

送辞送辞
卒業証書授与卒業証書授与

答辞答辞

学校長式辞学校長式辞

花道花道

第6回卒業証書授与式

第6回前期課程修了式
　3月19日（木）に前期課
程修了式が行われ、学校
長から6年生10名に前期
課程修了証書が手渡され
ました。「贈る言葉」では、
1～5年生が6年生に感
謝の言葉を贈り、6年生か
らは各学年の児童生徒に
向けてメッセージを伝え
ました。10名それぞれが
４月から頑張りたいこと
を発表し、次のステップに
向けて決意を新たにして
いました。

修了証書授与修了証書授与 学校長式辞学校長式辞

贈る言葉贈る言葉
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むらの話題

12月1日、叙勲の受章者に大字長野の飯田　敏（いいだ　さとし）さん（88歳）が受章されました。
 

　飯田　敏さんは、昭和36年御杖村桃俣小学校講師として教育者としての第一歩を踏み出し、
その後曽爾中学校教諭に採用、平成10年に上曽爾小学校長として定年退職されるまでの約37年
の教員生活のすべてをへき地教育に捧げ、へき
地教育の推進、発展と後進の育成にも多大の貢
献をされました。退職後は、曽爾村社会教育委
員や同和対策協議会委員に任命され、地域住民
の生涯学習や文化振興の支援、人権啓発活動な
どにご尽力されました。また、曽爾中学校ふるさ
とタイムの講師として、平成16年から令和6年ま
で菊づくりや草花の育て方の指導等にあたられ
ました。現在も欣祐寺（ごんゆうじ）住職として、
地域社会と深く関わり、人々の心を支え続けて
おられます。
　この顕著な功績がたたえられ、今回、瑞宝双
光章を受章されました。

　去る2月15日（日）、曽爾高原山焼きが実施され、31名のボランティアの方に参加いただきまし
た。前週には例年にない大雪に見舞われ、当日の現場状況も万全とは言えない状況ではありまし
たが、無事山焼きを終了することができました。引き続き、曽爾高原のススキ保全のために皆様の
多大なるご協力をお願いします。

曽爾高原を守る会事務局

叙勲　おめでとうございます

曽爾高原山焼き

大字長野 　飯田　敏 氏　　　　瑞宝双光章
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お知らせ

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続について、「事前予約」を行っていま
す。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

♦予約相談希望日の前日まで受付しています。
♦お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳または年金証書）をご用意ください。
　ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話「0570-05-4890」
　（月曜日～金曜日（平日）8：30～17：15）
　または桜井年金事務所へ電話（0744-42-0033）・来訪時にお申し込みください。
国民年金の加入方法について

　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。
　基本的に日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。
　加入者は、職業などによって次の3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続が異なります。

 ・第1号被保険者　20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方などです。加入
手続きは、ご自身で曽爾村役場住民生活課または桜井年金事務所で手続きしてください。

 ・第２号被保険者　70歳未満の会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。加入手
続きは、勤務先が行います。

 ・第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者（年収が130万円未
満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方）です。加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由
して行います。

　会社を退職したときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要となりますので、お早
めにお手続きをお願いします。

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

【場　　所】 曽爾村役場　2階会議室　
【参 加 費】 無　料
【開催日時】
　大　人（高校生以上）　毎月第2・4火曜日　午後7時～7時45分
　子ども（1～6年生）　　毎月第2火曜日　　  午後6時～6時45分
　　　  （4～6年生）　　毎月第4火曜日　　  午後6時～6時45分

　曽爾村教育委員会では、子どもも大人も気軽に楽しく英会話にチャレ
ンジしていただくために、５月から参加者を募集し「英会話教室」を開催し
ます。
　英会話教室は、英語で話すことを基本に少しでも英語に親しんでいた
だくことを目的にしています。初めての方も安心してご参加ください。

【5月開催日】 5月12日（火）・２６日（火）
【募集期間】 令和８年4月1日～4月30日
　　　　　　 （上記期間以外の申し込みは受付不可）
  応募・お問い合わせ　曽爾村教育委員会事務局　☎0745-94-2104
　　　　　　　　　　 来庁での応募も受け付けております。

曽爾村教育委員会

※祝日や講師の都合により、日程が変更になる場合もございます。円滑
な教室運営のためご理解よろしくお願いいたします。

楽しく英会話にチャレンジ

アルファベットかるた

 すごろく

質問タイム

英会話教室の様子
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お知らせ

　国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校生年代の子どもに対し、1人あたり2万円の「物価高
対応子育て応援手当」を支給することとされました。
支給対象者　1．令和7年9月分の児童手当受給者（令和7年9月に出生した児童は10月分）
　　　　　　2．令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する人
支　給　額　児童1人あたり一律2万円（１回限り）
受 取 方 法　1．児童手当受給者　申請不要「プッシュ型」の支給
　　　　　　2．公務員　申請が必要です。（まずは、所属庁に手続きについてご確認ください。）

お問い合わせ　こども家庭庁コールセンター　☎0120-252-071
　　　　　　　曽爾村役場　住民生活課　　 ☎0745-94-2102

　寺脇さんは大字長野出身で、曽爾村の発展の為に多方面に渡り活動をしておられます。
　貴重な機会ですので、皆さん募ってご参加ください。尚、参加費は無料です。

日　時　令和8年4月18日（土）　14時30分～16時30分
場　所　曽爾村地域総合センター　2階多目的室
講演者　寺脇英志（NPO法人虹のかけはし曽爾　理事長）
演　題　「今こそ力強い一歩を前に、曽爾！」

　国の交付金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）を活用した食料品価格などの物価高騰への
支援として、すべての村民を対象に給付金を支給します。
給付対象者　基準日（令和8年3月1日）時点において、曽爾村の住民基本台帳に登録がある方
受 給 権 者　給付の対象者が属する世帯の世帯主
給　付　額　給付対象者1人につき3万円
給付金の申請手続き及び給付方法

　受給権者である世帯主の方へ、令和８年４月中旬以降順次、申請手続きに関する書類を発送します。
　曽爾村から世帯主宛に郵送された申請書に押印、連絡先、振込先口座を確認（変更する場合は振込
口座を記入）し、本人確認書類と振込先口座の確認書類とともに、同封の返信用封筒で郵送してくださ
い。
　記載事項及び添付書類の確認と審査を行い、その後、振込通知書を発送し指定口座へ振り込みます。

給付金に関する詐欺にご注意ください
　「申請手続きはこちらから」といった給付金に関するメールや、国や市町村の職員を名乗ってＡＴＭ
（現金自動預け払い機）の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対
に従わないでください。

　・国や市町村が支給のために振込手数料を求めることは絶対にありません。
　・国や市町村がATM（現金自動預け払い機）の操作をお願いすることは絶対にありません。
　不審な電話や郵送、メール、人物の訪問などがあった場合は、迷わず最寄りの警察署、または警察相談
専用電話（#9110）にご連絡ください。

お問い合わせ　曽爾村役場　住民生活課　☎0745-94-2102

物価高騰対応村民支援給付金について

物価高対応子育て応援手当について

「NPO法人 虹のかけはし曽爾」代表の寺脇英志さんによる講演会が開催されます
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●公務員を退職する方へ　公務員である児童手当受給者が退職・出向等によ
り公務員でなくなる場合には、退職日（異動日）の翌日から起算して15日以
内に住所地の市区町村へ児童手当の支給申請を行う必要があります。

　　申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますの
で、ご注意ください。
※民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人（特定地方独立行政法人

や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む）、国立大学法
人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も
含みます。

●公務員になられた方へ　児童手当を受給されていた方が公務員になった場
合は、受給していた市区町村に「受給事由消滅届」の提出が必要です。提出
し忘れて二重で受け取っていた場合、受け取りすぎた分については返還して
いただくことになりますので、ご注意ください。

　住民登録は、法律により現住所に登録することになっており、選挙人名簿へ
の登録、就学、国民健康保険、国民年金など、さまざまな行政サービスの基礎
となっています。
　住所や家族構成などが変わるときは、必ず異動があってから14日以内に手
続きを済ませましょう。原則として、届出は本人又は世帯主に限ります。（それ
以外の方は委任状が必要です。）
※届出人の本人確認をしておりますので、身分確認資料（個人番号カード・運転

免許証・パスポート等）をお持ちください。通知カードはお使いいただけません。
※以下のものの住所変更もしますので、手続きの際にお持ちください。
（全員）「マイナンバーカード（個人番号カード）」
（該当する方）国民健康保険証・介護保険証・医療受給者証・後期高齢者保険証、国民年金（第1号保険

者のうちマイナンバーを年金事務所に登録されていない方）など
■転入届  曽爾村に住みはじめた日から１４日以内に、前住所地で交付された「転出証明書」を添えて転入

届を提出してください。転入されるご家族に小・中学生がいる場合は、在学証明書をお持ちいただいて転
校の手続きをしていただきます。  
※マイナンバーカードで転出手続きをされた方は、「転出証明書」は発行されませんので、必ずマイナンバ

ーカードをお持ちください。
　　また、カード内の情報を更新するため暗証番号が必要となります。事前に確認をお願いします。
■転出届　他の市区町村へ転出されるときは、転出される前に転出届をしていただきます。
  「転出証明書」を発行しますので、転入届時に提出していただきます。
　郵便による転出手続も可能です。詳しくは役場住民生活課にお問い合わせください。
■転居届　曽爾村内で住所が変わったときは、引越しが済んでから14日以内に転居届をしていただき

ます。
現住所で住民登録をしていない方、住民登録が抹消されたままの方などは
速やかに住民登録の届出を行ってください。

住民実態調査を実施！
　曽爾村では、住民基本台帳を正確に記録するため、住民登録の実態調査を実施しています。住民登録の
内容について、役場職員が直接ご自宅に伺ってお尋ねする場合がありますのでご協力をお願いします。訪問
する職員は「曽爾村職員証」と「住民実態調査員証」を常時携帯しています。不審な場合はお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ　曽爾村役場　住民生活課　☎0745-94-2102

児童手当についての重要なお知らせ

正しい住民登録にご協力をお願いします
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蛍光灯 · 乾電池 · 陶器 · ガラス等の収集について

令和8年度  一般家庭からでる不燃物の収集について

　一度に多くの品目を回収しますので、的確に分別し、収集場所のお間違いのないようお願いします。

回 収 日　5月9日（土） ※前日の8日（金）に収集場所に出してください。
集積場所　不燃物収集場所（かん・びんと同じ）
品　　目　蛍光灯（丸管）、蛍光灯（直管）、電球、乾電池、割れた蛍光灯、
　　　　　割れた電球、水銀体温計、陶器、板ガラス、割れたガラス	
出 し 方　収集場所に、品目ごとに分別し、蛍光灯、乾電池など袋に入れられる
　　　　　ものは破れにくい袋に入れ、入らないものはひもで縛るなどして出
　　　　　してください。ボタン電池はテープで絶縁して出してください。
　　　　　割れていない蛍光灯は紙などでくるんで出してください。
そ の 他　業者の方は、自己責任により適切に処理してください。自動車のバッテリーは回収出来ません。

　環境美化のため、収集日の前日に出してください。

◎収集時間は収集量により一定ではありませんので、必ず各収集日の前日に出してください。
◎周辺地域への迷惑、また分別作業の妨げになりますので、きまり事は必ず守ってください。
◎きまり事を守っていないものについては、収集しません。
●近頃、分別されていないまたは、収集できないものが収集場所に出されていることが

あります。適切に分別を行ってください。
◎詳しい分別方法・収集場所等については、「ごみの分別（出し方）について」をご覧ください。

お問い合わせ　曽爾村役場　住民生活課　☎0745-94-2102

☆かん・びん
☆粗大金属
☆電化製品
☆電気毛布・電気カーペット

※（家電4品目を除く）

☆陶器・板ガラス

☆蛍光灯･電池・水銀体温計

○かん・びんは必ず中をすすい
でから指定の袋に入れてくだ
さい。

○びんの収集袋に陶器類は入れ
ないでください。

○タイヤ等のゴム類は必ず外し
て出してください。

○エンジン部分等のオイル類は
必ず抜き取ってください。

○粗大金属の収集対象は金属部
分のみです。

○陶器・板ガラス・割れた蛍光
灯は、破れにくい袋に入れて
ください。

○各品目ごとに分けて袋に入れ
て出して下さい。

○割れていない蛍光灯は、紙
などでくるんで出してくださ
い。

毎月21日

　　　　   5月  9日（土）

令和8年　 8月  8日（土）

　　　　  12月12日（土）

品　　　目 き　ま　り　事収　集　日
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はい

はい いいえ

いいえ

☆周囲の人に迷惑をかけることなく、虐待したり捨てたりしないで愛情と責任を持って飼いましょう。
☆犬はつないで飼いましょう。
☆狂犬病予防注射は毎年１回受けなければなりません。
☆犬の登録は、１匹ごとになります。新しく犬を飼われたり譲り受けたりした場合は、「犬の各種届出に関する

フローチャート」を確認して登録手続きを行ってください。
☆犬が死亡したり、飼い主が変わったりした場合でも届出が必要になります。
☆転入された方で、他市町村にて登録した犬を飼われている場合は、登録変更の手続きが必要になります。

○犬の登録をされている方には、通知「狂犬病予防注射のお知らせ」を4月中に郵送にてお送りします。当
日は必ず「通知」と集合注射料金3,400円をご持参のうえ、最寄りの会場へお越しください。

○犬の登録をされている方で通知が届かなかった場合は、役場までご連絡ください。
○犬の登録がお済みでない方も集合注射を受けることができますが、注射前に犬の登録が必要となり、集

合注射料金とは別に登録料3,000円が必要となります。

お問い合わせ　曽爾村役場 住民生活課　☎0745-94-2102

○各種届出手数料

※１：マイクロチップの各種届出手数料は、環境省の指定登録機関への納付となります。
※２：所有者が変更となる場合の手数料です。その他の変更は無料です。

令和8年度狂犬病予防集合注射 日程

犬の各種届出に関するフローチャート

犬の登録・変更・死亡の届出をしたい

犬がマイクロチップを装着している

飼い始めた日が、令和5年10月1日以降
である

役場住民生活課に犬の各種届出が
必要です

役場住民生活課での犬の各種届出は不要です
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて各種手続きを行ってください

URL：https//reg.mc.env.go.jp/owner/top_user

犬を飼われている皆様へ

5月8日（金）
曽爾ふれあいセンター前
曽爾村役場前
旧下曽爾小学校体育館駐車場

  9：00～  9：45

役場窓口 無料3,000円 無料

10：00～10：45

マイクロチップ　オンライン申請※1 　300円※2   300円 無料

11：00～11：45

マイクロチップ　郵送申請※1 1,000円※21,000円 無料

実施日 実　施　場　所時　間

変更届登録届 死亡届
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2025年度『地区別懇談会（小場懇）』のまとめ

1．テーマ 　「こころ豊かな人権尊重のまちづくりを進めよう」
　　　　　　　～身近なことから人権を考えてみませんか～
2．ねらい　『日常生活のさまざまな人権に関する問題について考え、話し合い、それを暮らしの中に生か

す行動によって、住みよい村づくりをめざす。』
3．開催時期と話し合われた主な内容  （地区別懇談会実施報告書より）

山　粕

掛

長　野

小長尾

今　井

塩　井

葛

太良路

伊賀見

4

５

９

６

8

３

4

3

５

４7

1月5日～
　 1月12日

11月9日～
　   2月8日

11月23日～
　 2月14日

1月10日

1月12日

1月11日

11月15日～
　 11月16日

11月9日

　

12月14日～
　 12月21日

26名

30名

56名

38名

45名

25名

36名

24名

82名

３６2

○地域行事について
　・高齢化による事業の継続方法
○地域のコミュニケーション
　・小場の親睦や交流
○アンコンシャスバイアスについて
　・男女の役割、常識的な思い込みの相違
〇地域のコミュニケーション
　・一人暮らしの助けあい
　・居心地のよい地域づくり
○アンコンシャスバイアスについて
　・身近にある人権問題について
　・男女平等のとらえ方
○高齢者の孤立について
○地域防災について
　・近隣住人との助け合いについて
○地域行事について
　・高齢化による地域行事の担い手不足
○地域防災について
　・日頃からの声掛けの継続
○地域行事について
　・高齢化による組頭の担い手不足
○アンコンシャスバイアスについて
　・お互いを理解し尊重することの大切さ
　・昭和の常識と令和の常識
○地域防災について
　・避難訓練の実施
○地域の問題について
　・公園の手入れについて
○アンコンシャスバイアスについて
　・自分の価値観や判断基準の再確認
○地域行事について
　・神事の役回りや継承
○地域行事について
　・歴史と伝統を後世に継承できるよう協力しあう
〇無意識の偏見や思い込み
　・自分の言動が相手を傷つけないか考える

大字 報告数 開催時期 参加者 話し合われた主な内容

曽爾村人権教育推進協議会
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ローカル10000プロジェクトとは？
　総務省で、地域の資源と資金を利用して雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国各地で立ち上げる

「ローカル10000プロジェクト」を推進しています。
　このローカル10000プロジェクトを活用し、地域金融機関等から融資を受けて地域活性化に寄与する事
業に新たに取り組む民間事業者を募集し、事業化段階で必要となる初期投資費用について助成を行います。
○対 象 者　 ・国が定める地域経済柔軟創造事業交付金交付要綱に基づく地域経済循環創造事業交付
　　　　　　　金の交付対象となる事業を実施する民間事業者であること

　　　　　 ・村内に店舗、工場、事業所等を有し、または設けようとすること
　　　　　 ・曽爾村暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員でないこと
　　　　　 ・村税等の滞納がないこと

○補助金額　 ・融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の場合は上限2,500万円
　　　　　 ・融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の場合は上限３，５００万円
　　　　　 ・融資額が補助金額の2倍以上の場合は上限5,000万円

詳しくは、曽爾村公式ホームページをご覧ください。
お問い合わせ　曽爾村役場　　総務企画課　☎0745-94-2101

無料相談のみで診察・検査等は行っておりません。
場　所　奈良県医師会館　1階　県民健康サービス室（近鉄大和八木駅から北へ徒歩7分）
連絡先　〒634-8502　橿原市内膳町5-5-8　奈良県医師会各主催部会
　　　　☎0744-22-8502　　FAX0744-23-7796

　お気軽にお問い合わせください

奈良県医師会の学術部会が行う健康相談

目の健康相談

精神科に関する健康相談

内科疾患に関する健康相談

種　　類

4月14日（火）
午後2時～3時

4月3日（金）
午前10時～11時

4月21日（火）
午後2時～3時

日　　時

予約必要
※受付締切3月27日（金）

予約必要
※受付締切4月20日（月）

予約の必要

奈良県医師会
精神々経科部会

奈良県眼科医会

奈良県医師会
内科部会

予約必要
※受付締切4月9日（木）

主催する部会

曽爾村起業等人材育成支援事業補助金制度のご案内

ローカル10000プロジェクト募集中！

　曽爾村の区域内において起業の創出や起業者及びその関係者の定住等の促進を図るため、起業及び新
たな事業を開始する創業者の方に対して下記のとおり助成いたします。

　なお、補助対象者や補助対象経費の使途などについては条件がありますので、詳しくは下記までお問い
合わせください。

お問い合わせ　曽爾村役場　総務企画課　☎0745-94-2101

対象者の要件
・20歳以上60歳未満の者で曽爾村の住民基本台帳に登録されている

者、又は村内に法人登記している法人。
・補助金交付後5年以上事業継続できる者（法人含む）。
・創業支援セミナーを受講し、経営、財務、人材育成及び販路開拓

の4分野すべての知識が身についたと認められた者。
・村税等の滞納がない者。

補助内容
・予算の範囲内で補助対

象経費の2分の1（1件
あたり上限100万円）

・対象期間は補助開始年
度を含め継続した3年
を限度。
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募集住宅の概要について

申込（入居者）資格について
◆ 次の（１）から（６）の全ての条件を満たしている方
　（１）村内に定住を希望し、住宅を必要としている方。
　（２）子育て世帯、新婚世帯の方。
　（３）税金などの滞納がなく、住宅使用料等の支払い能力がある方。
　（４）所得が入居者及び同居者の所得の額を合算した額が月額48万7千円以下である方。
　（５）入居後、2週間以内に当該住宅に入居する者の住民票を置くことができる方。
　（６）入居者（同居者）が暴力団員ではないこと。
◆ 入居条件として
　（１）地元自治会に加入すること。
　（２）地域行事へは積極的に参加するよう努めてください。

申込方法について
◆ 申込み締め切りを令和８年４月１５日（水）とします。
　 ① 地域優良賃貸住宅申込書（第1号様式）
　 ②入居の申込みをする者及び、同居する親族の所得証明書（前年度分の所得証明書）
　 ③入居の申込みをする者及び、同居する親族の納税証明書（当該年度分及び過去2箇年度分）
　 ④入居の申込みをする者及び、同居する親族の住民票（続柄・個人番号が記載されているものに限る）
　 ⑤入居の申込みをする者の印鑑証明書
　 上記書類すべての提出をお願いします。

入居者の選考方法について
◆ 入居の申込みが募集する戸数を超える場合は、入居者選考委員会により決定します。

入居の手続きについて
◆ 申込み書類提出後、審査を実施し入居決定通知書をお送りします。入居が決定された方は請書（第３

号様式）の提出をお願いします。添付書類は下記のとおりです。
　（1）連帯保証人の印鑑証明書
　（2）連帯保証人の納税証明書（当該年度分及び過去２箇年度分）
　（3）連帯保証人の所得証明書（前年度分の所得証明書）
　（4）入居の手続きは決定のあった日から１０日以内に行ってください。
　（5）上記手続きの際、敷金の納付（家賃の３ヶ月分）が必要です。
　（6）入居可能日は、令和8年5月中を予定していますが、前後する場合がありますので追って通知します。
　（7）家賃は自動支払い（口座振替）となります。

その他留意事項
（1）住宅及び共同施設の模様替えまたは、増築を行う際は、事前に村へ届け出を行い、承認を得なけれ

ばなりません。
（2）入居者が故意または過失によって修繕が必要となった場合は、入居者が修繕費を負担しなければ

なりません。
（3）動物を飼育する場合、事前に村へ申告し村長の承認を得なければなりません。また、1頭あたり月額

5,000円を家賃に上乗せとなります。

お問い合わせ　曽爾村役場　総務企画課　☎0745-94-2101　FAX0745-94-2066

掛若者定住促進住宅入居募集のご案内

所在地　団地名 住宅の構造等 建年 戸数 住宅の間取り等 家賃 敷金

曽爾村大字掛857-1 木造平屋建 R1 1戸 3LDK 30,000円 90,000円
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令和８年（２０２６年）　　　　　　 　　　　桜井警察署　０７４４（４６）０１１０　　　　　曽爾駐在所　内線５４７ 

  駐在所からの一言！！！
 

   ○警察官採用募集中です 
    ○自転車に関する法律が変わりますので、ご注意を！！！！！
   ○交通安全県民運動の実施（４月６日～４月１５日まで）・・・安全運転に心がけましょう

２０２６年 

４月号

令和８年（２０２６年）　　　　　　 　　　　桜井警察署　０７４４（４６）０１１０　　　　　曽爾駐在所　内線５４７ 

  駐在所からの一言！！！
 

   ○警察官採用募集中です 
    ○自転車に関する法律が変わりますので、ご注意を！！！！！
   ○交通安全県民運動の実施（４月６日～４月１５日まで）・・・安全運転に心がけましょう

２０２６年 

４月号

令和８年（２０２６年）　　　　　　 　　　　桜井警察署　０７４４（４６）０１１０　　　　　曽爾駐在所　内線５４７ 

  駐在所からの一言！！！
 

   ○警察官採用募集中です 
    ○自転車に関する法律が変わりますので、ご注意を！！！！！
   ○交通安全県民運動の実施（４月６日～４月１５日まで）・・・安全運転に心がけましょう

２０２６年 

４月号
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　４月の観光案内所は土日祝もオープンします。
　くつろぎのひとときを観光案内所で過ごしませんか？
　※桜の開花状況により変更になる場合がございます。

＝ 観光案内所（BENCH） ＝
平　日　午前９時～午後５時まで
土日祝　午前９時～午後４時まで
　※土日祝営業は４月、10月、11月のみ
場　所　曽爾村大字長野６２
　　　　曽爾村地域総合センター１Ｆ
　　　　☎0745-94-2106

〈観光案内所〉４月は土日祝もオープン！

〈お問い合わせ〉
　  一般社団法人  そにのわGLOCAL
　  ☎0745‐94‐2022
　  受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日 除く）

■夏秋トマトの産地視察をおこないました
　夏秋トマトの産地視察として、曽爾トマト部会と同じ麗夏を栽培している「JAひがしみの」の研修圃
場（岐阜県恵那市上矢作町）へ視察に赴き、高温対策や新規就農者の受け入れ体制について意見交
換会を行いました。標高や気温、栽培面積規模が曽爾村に近く、近
年の真夏の猛暑のなかでも安定出荷を実現しているとのことから、
同地を選定しました。意見交換会のなかでは、8月中旬の猛暑を越え
てトマトの樹勢をいかに維持するか、という点について特に議論が白
熱し、遮光資材の全ハウス導入や、強い接ぎ木苗の選定など、様々な
工夫や実践内容が紹介されました。
　新規就農者の受け入れについては、JAひがしみのが管理している研修ハウスを実際に見学しまし
た。JA・県・市が三者連携して新規就農希望者の情報を共有していることや、独立した新規就農者の
栽培技術向上のために、栽培期間中の月1回、地区7軒のトマト農家が全員で各々のハウスを見て回
り、トマトの異状への早期発見・早期対処をしていることなどが特に参考になりました。

≪収穫期をのばすためのJAひがしみの管内の生産者の実践ポイント≫
◎高温対策として、遮光率40％の資材を生産者の全ハウスで導入することを徹底
◎持久力のある強い「接ぎ木苗」を、土壌等に照らし合わせて選定
◎月1回、地区内のトマト農家が集い、互いのハウスを見学する研修を実施

■事典を導入しました
　農文協編『みんなの有機農業技術大事典　共通技術編・作物別編』（農山漁村文化協会、2025
年）を導入しました。有機農業にまつわる歴史や政策にはじまり、施肥・防除方法についての事例研究
や作物別の栽培事例紹介などが網羅的に掲載されています。太陽熱処理、堆肥、土壌診断などにつ
いても詳細にまとめられており、タイトルに「有機」とありますが、すべての農家の皆様に役立つ情報
も多数含まれています。閲覧をご希望の方は、農林業公社事務所へお問い合せください。
■katteで「Soni Social Kitchen」を開催
　曽爾村の食材の魅力を国際的なアプローチから再発見するワー
クショップ「Soni Social Kitchen」が、３月１４日にそにのわの台所
katteで開かれました。katteのオングさんが講師役となり、曽爾米や
味噌を使ったタイ料理「カオマンガイ」の作り方を学びました。米生
産者の田合完さん、びょうぶ山桜の郷の奥西幾代さんたちもゲスト
で参加し、曽爾村で作る米や味噌の魅力を紹介しました。

コーヒーコーヒー
 セルフサービス セルフサービス
  あります!  あります!
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移住したての時期は、慣れないことばかりで不安がつきもの。村内でお見かけされたら是非お声をかけ
ていただき、村に馴染んでいただくためのサポートをいただければ幸いです。

S U M M I T L E T T E R
- S O N I  S U M M I T か ら の お 手 紙 -

Vol.35
2026
0401

(Wed.)

曽曽爾爾村村にに新新ししくく移移住住さされれたた方方々々をを紹紹介介ししまますす！！

■お問い合わせ■一般社団法人SONI SUMMIT 〒633-1214 曽爾村⾧野62 曽爾村地域総合センター
[電話] 080-7208-4518 [メール]info@sonisummit.com HPはこちら☞

◇◇移移住住ののききっっかかけけ◇◇
京丹後で有機農業を営んでいましたが、畑を返すのを機に、
数年前から実家のある大阪の近隣に移ることを検討していました。
昨年、SONI SUMMITさんを通じて曽爾村とご縁ができ、
農地のある家に出会えたのがきっかけです。
◇◇曽曽爾爾村村でではは何何ををししてていいるるのの？？◇◇
有機農業をするための準備中です。１月から村営のガソリンスタンドでも働いています。
◇◇ここれれかからら曽曽爾爾村村ででししたたいいこことと◇◇
有機農業で野菜を育て、お米作りにも挑戦したいと思っています。自然や趣味を楽しみながら、
少しずつ村に馴染んでいきたいと思っています。

【【名名前前】】池池田田 宣宣幸幸・・順順子子【【移移住住前前のの居居住住地地】】京京都都府府京京丹丹後後市市【【移移住住先先のの大大字字】】葛葛
いけだ のぶゆき

◇◇移移住住ののききっっかかけけ◇◇

戦後、日本が歩んできた歴史を知ったことをきっかけに、先人の日本の方々がつくりあげてきた
「日本」を少しでも守れたらなぁと、農を学び始め、どこか地方に移住したいと思いました。

◇◇曽曽爾爾村村でではは何何ををししてていいるるのの？？◇◇

田合林業さんで働かせていただきます！

◇◇ここれれかからら曽曽爾爾村村ででししたたいいこことと◇◇

米作りを学び、米や野菜を自分で作れるようになり、
それをまた自分も後世に伝えられたらと思っています。

【【名名前前】】河河野野 みみゆゆきき【【移移住住前前のの居居住住地地】】大大阪阪府府八八尾尾市市【【移移住住先先のの大大字字】】⾧⾧野野
こうの

これからも不定期に、移住者の方の近況をご紹介させていただく予定ですので、近況を掲載されたい
移住者（曽爾村に移住されて５年以内）の方は、お気軽に下記問い合わせ先までご連絡ください！

空空きき家家にに関関すするるごご相相談談もも随随時時承承っってておおりりまますす！！おお気気軽軽ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい！！

じゅんこ
葛
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人事異動を行いました（4月1日付）
※太字下線が異動職員、（新）は新規採用職員、（会）は会計年度任用職員、（再）は再任用職員

●出向

●選任
副村長

所属 職級 次長・局長・課長・主幹 課長補佐 課　　員

上田　吉宣（新）

農林業公社兼そにのわGLOCAL　☎96-2112・94-2022 （主幹）平畠　一史

●退任
氏　名
土肥　和久

旧所属
副村長

令和8年3月31日付 ●退職
氏　名
間井谷和彦
中川　　洋
上田　吉宣

旧所属
総　務　課
出　納　室
地域建設課

令和8年3月31日付

東宇陀環境衛生組合　☎92-2444 瀨山大二郎
桜井宇陀広域連合　☎0744-47-7077 井本　貴久

●派遣

議会事務局 局長：礒野　千章

令和8年曽爾村議会第1回定例会において、曽爾村課設置条例の改正が議決されました。
この条例改正により、企画課が廃止され、総務課が総務企画課となり、地域建設課が地域基盤整備課と
なりました。機構改革による主な担当課の変更内容については以下の通りです。

保健福祉課
☎94-2103

総務企画課
☎94-2101 課長：森澤　英之

課長：大手　寿志
谷口　勝昭（主幹）

髙松　和弘
椿井雄一郎

東口　直子

岡本　大樹　　　河合　元紀
木治　靖英　　　田合　勇貴
西村　　恵　　　辻　　希望
坂井　善治（技能労務職員）　

香束　　歩　　　西森　一貴
平　　夏苗

老人福祉センター
☎96-2133

所長：藤田　涼介（医師）（新）
事務長：椿根　純子（兼務）

所長：椿根　純子（兼務）

総 務 企 画 課  ☎94-2101 移住定住促進・若者住宅、ふるさと納税、村営曽爾サービスステーション等に関すること
住 民 生 活 課  ☎94-2102 簡易水道、村営住宅に関すること
地域基盤整備課  ☎94-2105 観光に関すること

診療所
☎94-2212

園長：
岡田　正恵

椿根　知子　　　井上　一美（再）
萩原　悦美（会） 黒岩　昌子（会）
大向　珠美（会）

保育園
☎94-2301

納村　拓也　　　河田　美穂
大向　美優　　　鎌塚　滉瑠（新）
枡田　京子（会） 田中　未央（会）　

メネフィー　リサ　平井　俊行
香束　有人　　　奥西奈央美（会）

教育委員会
☎94-2104

曽爾ふれあいセンター
☎94-2731

地域基盤整備課
☎94-2105

次長：吉田　雅典

林　　　兄　　　山脇貴久子
木治　陽亮　　　吉山　盛弥
植田　侑那　　　政木　瞭汰
橋詰　昌宜（新）

課長：椿根　純子

中西　　実（再）　葛原　由惠
山本晋太郎　　　世利　清美
石之　　仁　　　森川　幸恵
森本　未咲

住民生活課
☎94-2102 課長：礒野　耕一 髙岡　　徹

出納室 会計管理者：小西　利明 鈴木　邦予

小枩　宜子

杉藤　宏信

桐坂　可純




